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農業協同組合法 

 

第 95 条 略 

② 組合又は農事組合法人が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員

の改選を命ずることができる。 

③ 略 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 
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